
雌
辰

業
委
中

長
 
z
コ
 
ーn
で
ソ
1
1る
“
で
才H
l
首
r

ー
 

選

挙
人
名
簿

調
 
一
器
か

つ
是
甘
・”
f
、
量
管、
 

整
 
に
 
つ
 
い
 
て
 

名
簿
ょ
り
脱
漏
す
る
と
来
年
の

昭
和
三
十
四
年
十
一
．月
一
日
現

農
業
委
員
会
委
員
の
選
挙
に
は

在
に
て
記
入
の
申
請
署
に
よ
り

選
挙
権
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
特

農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿

に
ご
注
意
願
い
ま
す
。
 

は
昭
和
三
十
五
年
一
月
十
五
日

縦
覧
期
間
は
一
月
二
十
日
か
ら

ま
で
に
調
整
さ
れ
ま
す
。
 

一
一月
三
日
ま
で
と
な
つ
て
お
り

然
し
申
請
書
の
提
出
は
ま
だ
半
ま
す

か
ら
必
ず
縦
覧
す
る
よ
う

数
に
も
達
し
ま
せ
ん
の
で
未
提

に
し
て
下
さ
い
。
 

児
童
遊
園
地
が
完
成
 

/
 

I
・
」
rノ
ーー鋳

I
/
Z
プ
カ
 
ー
r
 

一
 ／

L
・
 

秘
婚
コ
令
防
署
慰
問
 

発
r
 

』一
一
一一一
「
一
鷲騨
」一い
 

大
 

一ー
申

告

に

つ

い
 

昭
和
三
十
五
年
度
償
却
”
 

申
告
時
期
と
な
り
ま
し
た

償
却
資
産
の
所
有
者
は
地

法
「
第
三
八
三
条
」
の
規

よ
り
毎
年
一
月
一
日
「
ご
亡

け
る
、
土
地
，
 

業
の
用
に
供
 

商
売
道
具
）
"
 

の
所
在
、
種
獅
 

市
公
益質
屋は
二
十日か
ら市
《
」一

 
l
t

』
J

ン
く
」
購
振
稀
，
 

役
所
庁
舎
裏
の
新
店
舗
に
移
転
 
い
 
、ぎ
t
Y
i

？γ

ふ
、
・
W
 ケ
馴
・
よ
‘
『
 

営
業
を
開
始
し
て
い
る
。
 

」
）
 」
芸
一
り
 
、
い
案
鳳／
戸
一
 乞
一二
戸
馴
 

？
 

c
 

人

ム
工
か
 
一
r
 

犠
蝶

響
響
験

難
語

贈
淳

集

落
覇
嘱
を

受
け
るよ
片
 

を
噛
り
、そ
の
労
を
ね
ぎ
らっ
ー
し火
の
元用
心
に
会員
一
致
で
ー
償
超

資
＃
 

た
。
 

1
 

n
乙
 '

 

(1部2円） 第58号 報
 

広
 

市
 

原
 

所
 

五
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一
 

し
ま
す
。
 

税
務
課
で
は
組
合
設
立
の
手

続
き
、
そ
の
他
、

一
切
の
指

導
援
助
を
し
ま
す
か
ら
遠
慮

な
く
お
申
出
下
さ
い
。
 

×
 

×
 

×
 

×
 
×
 
×
 ×
 
×
 

×
 

×
 

x 

木古今平清伊原今福阿
村川 山野藤 士部 
篤嘉 定 芳

作三四ス勇吉五清行五
逸郎郎工助郎郎策男郎 

ノ 

~、へへへ
新金旭原 

宮山町子 
、ノ、マ、、ノ v 

（鶴
ケ
岡
』
 

（松
ノ
木
）
 

（
布屋
町
）
 

（
飯
 詰
）
 

（
大
 町
）
 

（姥
 
落
）
 

工
費
5
3万
円
で
柳

町
に
 

五
所
川
原
市
児
童
遊
園
地
が
去

市
費
二
十
万
円
）
で
完
成
、
早

る
二
十
日
市
内
柳
町

（
旧
成田
・
く
も近
所
の
こ
ど
も
た
ち
が
集

山
公
園
跡
）
に
総
工
費
五
三
万
一
り
人気
を
呼
ん
で
い
る
。
 

二
千
円
（
国
庫
三
三
万
ニ
千
円
一
この
公
園
に
は
プ
ラ
ン
コ
、
ス
 

・

ーベ
リ
台
、
シ
ー
ソ
ー
、
鉄
捧
、
 

一飲
料
水
場
、
砂
場
等
の
施
設
が
 

「
あ
り市
内
唯

一
の
児
童
公
園
と
 

ーな
つ
た
も
の
。
 

な
お
近
い
将
来
に
は
動
物
園
の

ほ
か
、
噴
水
、
散
歩
道
な
ど
も

つ
く
る
計
画
で
あ
る
。
 

去
る
三
十
九
回
市
階
会
に
お
い

て
「
五
所
川
原
市
税
諸
収
人
、
 

滞
納
金
督
促
手
数
料
及
び
延
滞

金
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
」
が
可
決
に
な
り
昭
和

三
十
五
年
一
月
】
日
か
ら
施
行

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
 

こ
れ
は
税
外
諸
収
入
金
の
納
付

者
が
納
期
限
後
に
納
付
す
る
場

合
は
そ
の
納
付
金
額
に
納
期
限

の
翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
百

円
に
一
 
一
日
参
円
の
割
合
で

延
滞
A
 
一
算
して
納
付
し
な
 

ロ
藤
難
難

智
 

市
営

住

宅
料

な
ど
 

納

期
す
ぎ

れ

ば
延
滞

金
 

一

一
 

一
 

,
 

,
 

一
 

◆
 

・
 

一
 

◆
 

・
 

.
 

一
 

《
 
 

納
税
は
国
民
の
義
務
で
あ
る

と
知
り
な
が
ら
容
易
に
期
限

通
り
に
納
め
ら
れ
な
い
の
が

常
で
あ
り
ま
す
。
 

そ
れ
に
は
様
々
な
理
由
を
挙

げ
ら
れ
ま
す
が
、
中
で
も
日

そ
の
時
“
金
の
都
合
が
悪
か

つ
た
。
岡
忙
し
さ
に
ま
ぎ
れ
 

て
わ
す
れ
て

い
た
c
 同
気

が
つ
い
て
い

た
が
忙
し
か

つ
た
。
 

以
上
三
つ
が
 

ら
な
い
の
で
利
子
の
つ
い
た

起
債
を
す
一
仁・
し
，税
金
を
集

め
る
吏
員
を
ー
ハ
れ
るの
で
双

方
共
に
田
費
が
か
さ
む
こ
と

に
な
り
損
を
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
 

で
は
こ
れ
を
解
決
す
る
方
法

と
し
て
、
納
税
貯
蓄
組
合
に
 

配
給
米
は
政
府
の
厳
格
な
検
査

に
合
格
し
た
も
の
ぱ
か
り
で
、
 

ャ
ミ
米
に
く
ら
べ
て
品
質
も
よ

く
経
済
的
で
栄
養
も
す
ぐ
れ
て

い
ま
す
。
 

お
米
の
お
買
求
め
は
登
録
店
、
 

ら
に
致
し
ま
し
よ
う
。
 

お
米
の
配
給
が
民
営
に
う
つ
さ

れ
て
か
ら
十
周
年
を
迎
え
た
の

で
こ
れ
を
記
念
し
て
謝
恩
セ

ー
 

ル
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た

十
一
月
一
日
よ
り
一
月
三
十
】
 

日
ま
で
配
給
米
三
十
キ
ロ
グ
ラ

ム
お
買
上
げ
毎
に
抽
せ
ん
券

一

枚
、
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
に
補
助

券
一
枚
お
渡
し
致
し
ま
す
。
 

景
品
は
 

特
等
一
四
吋
テ
レ
ビ
二
 
本

一
等
電
気
洗
濯
機
 
ニ
十
本

二
等
電
気
炊
飯
器
 
四
十
本

三
等
ス
テ
ン
レ
ス
 

文
化
鋼
 
ニ
百
本

四
等
米
屋
バ
ツ
ク
ス
 

石
け
ん
四
ケ
人
ニ
千
本

五
等
米
屋
パ
ツ
ク
ス
 

石
け
ん
ー
ケ
入
一
万
本

な
お
く
わ
し
い
ー
こと
は
市
内
登

録
小
売
店
と
山一
 
い
合せ
に
な
 

．
ー

．
ー

ー
 小

児
マ
ヒ
ワ
ク
チ
ン
予
防
接
種

を
左
記
に
よ
り
行
な
い
ま
す
か

ら
対
象
者
は
必
ず
接
種
し
て
下

さ
い
。
 

記
 

一
、
対
象
者
 
昭
和
三
十
一
年

十
二
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
四

年
六
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

幼
児
 

一
、
料
金
 
無
料
 

（
地
区）
 
（
第一
回
目
期
日
）
 

（
第
二回
目
期
日
）
 （
実
施場

所
）
 

旧
小
曲
五
所
川
原
地
区
、
昭
和

三
十
五
年
一
月
五
日
午
后

一
時

よ
り
三
時
ま
で
、
二
月
一
日
午

后
一
時
ょ
り
三
時
ま
で
、
五
所

川
原
第
一
小
学
校
。
松
島

：
・】
 

月
」ハ
日
午后
一
時
ょ
り
三
時
ま

で
、
二
月
二
日
午
后
一
時
よ
り

三
時
ま
で
、
松
島
支
所
o
中
川

一
月
七
日
午
后
一
時
よ
り
三
時

ま
で
、
ニ
月
三
日
午
后
一
時
よ

り
三
時
ま
で
、
中
川
診
療
所
。
 

長
橋
…
一
月
六
日
午
后

一
時
よ

り
三
時
ま
で
、
二
月
二
日
午
后
 
 

ま
と
め
て
く
れ
る
の
で
手
数

料
も
か
か
り
ま
せ
ん
し
、
知

ら
ず
知
ら
ず
に
納
税
が
出
来

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 

こ
う
し
で
納
税
者
の
た
め
に

も
役
に
た
ち
ま
す
が
、
又
反

面
市
役
所
の
側
に
も
非
常
に

お
蔭
が
あ
り
ま
す
。
 

そ
こ
で
市
か
ら
は
組
合
に
対

し
て
設
立
奨
励
金
や
事
務
費

の
補
助
金
を
山
し
て
お
り
ま

す
。
 

市
で
は
年
間
約
六
十
万
円
も

補
助
金
を
交
付
し
て
お
り
、
 

そ
の
ほ
か
に
も
組
合
員
に
は
 

々
は
、
皆
さ
ん
の
人
権
を
守
る

た
め
人
権
侵
犯
事
件
の
調
査
、
 

救
済
、
情
報
収
集
を
し
て
い
る

外
、
日
常
皆
さ
ん
の
法
律
生
活

に
関
す
る
道
案
内
役
と
し
て
無

料
人
権
相
談
を
扱
つ
て
お
り
ま

す
か
ら
ご
遠
慮
な
く
申
し
出
て
 

一
時
ょ
り
三
時
ま
で
、
長
橘
支

所
。
七
和
…
一
月
五
日
午
后
】
 

時
よ
り
三
時
ま
で
，
二
月
一
日

午
后

一
時
よ
り
三
時
ま
で
、
羽

野
木
沢
小
学
校
。
栄
…

】
月
六

日
午
后
】
時
ょ
り
三
時
ま
で
、
 

二
月
二
日
午
后
一
時
よ
り
三
時

ま
で
、
栄
支
所
。
梅
沢
…
一
月

六
日
午
后

一
時
よ
り
三
時
ま
で

二
月
二
日
午
后
一
時
よ
り
三
時

ま
で
、
梅
沢
支
所
。
毘
沙
門

・
・・

一
月
七
日
午
后
一
時
ょ
り
三
時

ま
で
、
二
月
三
日
午
后
一
時
よ

り
三
時
ま
で
、
毘
沙
門
小
学
校

飯
詰
…
一
月
六
日
午
前
一
〇
時

よ
り
午
后
三
時
ま
で
、
ニ
月
一

日
午
前
】
〇
時
よ
り
午
后
三
時

ま
で
、
飯
詰
診
療
所
。
三
好
、

・

一
月
五
日
午
前
・
（
一
〇
時
よ
り
午

后
三
時
ま
で
、
二
月
】
日
午
前

一
〇
時
ょ
り
午
着
三
時
ま
で
，
 

」
辱
診
療
所
。
 

（
備考
）
第
三
回
＆
は
七
月
の
 

予
定
。
 

一
 

全
地
区
、
都
、1
,．
 
つ
実
施
出
 

契
．
 
 

后
一
時
よ
り
三
時
ま
で
、
二
月

六
日
午
后
一
時
よ
り
三
時
ま
で

五
所
川
原
第

一
小
学
校
 

注
 
但
し
他
の
予
防
接
種
を
し

た
者
で
そ
の
予
防
接
種
実
施
后
 

ー
ケ
月
を
経
過
し
た
者
。
 

ユ
ー
ー
」一
ニ
？
】！
一
！
て
言
！
一
」
『プ
・
」
一
 

公

衆

電
話
 

五
所
川
原
電
報
電
話
局
で
は
十

二
月
一
日
よ
り
同
局
前
に
公
衆

電
話
を
新
設
し
ま
し
た
。
 

こ
れ
で
市
内
の
公
衆
電
話
ポ
ツ

ク
ス
は
駅
前
，
市
役
所
前
、
甲

和
町
、
本
町
角
と
五
カ
所
に
な

り
ま
し
た
。
 

市
立
病
院
年

末
年
始

の
診
療
に
つ
い
て
 

市
立
西
北
中
央
病
院
で
は
年
未

年
始
の
診
療
を
次
の
よ
う
に
行

な
い
ま
す
の
で
お
知
ら
せ
い
た

し
ま
す
。
 

1
2月
3
0日
（
水
）
 全
 
休
 

1
2月
3
1日
（
木
）
 午
前
中
 

ー
月
ー
日

（
金
）
 
全
 休
 

ー
月
2
日
（
土
）
 
午
前
中
 

1
月
3
日

（
日）
 
全
 
休
 

ー
月
4
日
（
月
）
 
午
前
中
 

ー
月
5
日
よ
り
は
平
常
通
り
診

療
し
ま
す
。
 

次
の
選
挙
か
ら
 

投
票

所

増
設
 

こ
の
次
の
選
挙
か
ら
左
記
の
と

お
り
投
票
所
を
増
設
い
た
し
ま

す
か
ら
間
違
い
の
な
い
よ
う
に

ど
投
票
し
て
下
さ
い
。
 

第

一
投
票
区
（
公民
舘
）
鎌
谷

町
 
東
町
、
布
屋
町
、
寺
町
、
 

岩
木
町
．
本
町
、
大
町
旭
町
、
 

弥
生
町
、
田
園
調
布
、
川
端
町

第
二
投
票
所
（
五
高
）
下
平
井
町

時
ま
で
，
 市
立
西
北
中
央
病
院
で
は
年
未

中
平
井
町
、
上
平
井
町
、
平
井
お

り
ま
す
。
 

注
令
、
参
考
智
及
び
鋳
記
貝
、
 

し
 

中
平
井
町
、
上
平
井
町
、
平
井

町
、
柏
原
町
、
幾
島
町
，
錦
町

新
宮
町
、
敷
島
町
、
小
斎

第
三
投
票
所
（
五小
第
三
校
舎
）
 

う

多
テ
リヤ
は
報
躍
鵬
議

雑
 

確
輸
」
舞難
繊
婆
「
 

さ
 

●
 
民
生
課
の
調
ぺ
 一
日
に
な
つ
て
い
ま
す
が

子
 
守
 
に
よ
る

と
市
内

べ
く
一
月
十
五
日
迄
税
務
 

暗
蕊
難
薫
（雑
麟
「
『
 

噴
 
刊
騒
』
解
な
壇
税
務課
にお問
A
 

●

j
 

・一
，
 
J

う
‘
し‘
I

【
 ●d
い
c
 

ー
ロ
 

フ
 
六
名
に
達
し
て
 

ジ
 
い
る
o
 

市
 
に
 
大
 
臣
 
骨
 

務
難
難
黙
＼紅
鶴
繊
鋒
 

い
「
」
叡
引‘
どl
ぐ
G
b
～
片
争
は
去
る

十
】
月
二
十
六
日
 

F
土
馴
弘
（
・
つt
、
主
で
つ
乏
十
時
よ
り
青
森
市
第

一
生

昇
罰
に
」
ナで
二
十
t
各
「
乍
羊
 
ー
ル
に
おい
て
開
催
、
五
 

'
 

水
道
使
用
料
及

び
工
事
費
の
滞

納
あ
る
方
は
直
ぐ
納
め
て
下
さ

い
 

一
 で
す
 

一
只
今
滞
納
整
理
中
で
す
 

ー
 
ー
 
ー
J
」
J
H」H
H
H
H

ー
ー
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定

し
た
も
の
で
、
例
え
ば
公
市
営

の
住
宅
料
が
そ
の
納
期
限
に
納

付
し
な
い
場
合
自
動
的
に
前
記

延
滞
金
が
加
算
さ
れ
る
わ
け
で

す
か
ら
ご
注
意
願
い
ま
す
。
 

名

刺

交
換
会
 

市

公
民
舘
で
 

新
年
名
刺
交
換
会
は
三
十
五
年

一
月
一
日
午
前
十
時
か
ら
五
所

川
原
公
民
舘
に
お
い
て
開
か
れ

る
。
 

主
な
原
因
と
 

な
つ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す

こ
う
ー
て
期
限
が
す
ぎ
る
と

延
滞
金
（
利
子
税
）
を
取
ら

れ
督
促
状
が
出
る
と
手
数
料

を
取
ら
れ
る
し
余
分
の
負
担

を
す
る
こ
と
に
な
り
一
方
市

で
は
あ
て
に
し
た
税
金
が
入
 

,

9
 

配給米憲たべましよう！ 
謝恩セール費実施中 

‘お米のお買求めは登録店から 
加
入
す
る
こ
と
で
す
。
 

納
税
貯
蓄
組
合
が
近
所
に
な

い
と
こ
ろ
で
は
十
人
以
上
で

組
合
を
設
立
す
る
こ
と
が
出

来
ま
す
。
そ
れ
で
は
納
税
貯

蓄
組
合
が
税
金
を
納
め
や
す

く
す
る
に
つ
い
て
ど
う
役
立
 

基
本
的
人
権
は
侵
す
こ
と
の
出
一
あつ
て
こ
の
世
の
中
に
一
人
の
 

来
な
い
永
久
の
権
利
で
あ
り
ま
ー
しい
た
げ
ら
れ
る
者
が
な
く
な
 

す
。
 お
互
い
に
人
権
を
尊
重
し
ー
つ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
理
想
の
 

れ
ば
詳
細
に
わ
た
つ
て
お
知
ら
 

れ
ば
詳
細
に
わ
た
つ
て
お
知
ら
 

せ
致
す
こ
と
に
な
つ
て
お
り
ま
 

す
。
 

つ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
 

日
納
税
者
が
わ
す
れ
て
い
で

も
又
忙
し
く
て
納
め
か
ね
て

い
て
も
組
合
は
納
税
者
に
代

つ
て
納
め
る
手
続
き
を
し
ま

す
。
 

同
税
金
を
納
め
る
金
が
「
度

に
多
額
で
は
都
合
が
出
来
な
 

い
時
も
あ
る
の
で
日
が
け
と

か
、
月
が
け
で
貯
金
し
て
お

く
と
か
、
農
家
の
場
合
な
ら

収
入
の
あ
る
と
き
に
貯
金
し

て
お
く
と
税
金
を
く
だ
い
て

納
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
楽

で
す
。
こ
の
貯
金
を
組
合
が
 

力
ず

く
よ
り
話
し

あ

」
 

人

権

擁
護

委

員
会
に
 

納
 

を

ら

く
に
ず
ろ

た
 

  

納
税
組
合
を
利
用
し
ま
し
 

国
家
で
あ
り
社
会
で
あ
る
の
で
 
下
さ
い
。
 

あ
り
ま
す
。
 

な
お
本
市
の
人
権
擁
護
委
員
の
 

法
務
局
や
人
権
擁
護
委
員
の
方
住
所
、

氏
名
は
つ
ぎ
の
と
お
り
 種

女
の
恩
典
が
あ
り
ま
す
。
 

組
合
は
昨
年
三
月
に
五
ナ
ー
 

合
で
あ
つ
た
の
が
現
在
九
 

組
合
と
な
つ
て
お
り
、
こ
 

の
一
年
間
に
四
十
組
合
も
増
 
一
 

加
し
益
寿
ふ
え
る
一
方
です
 
一
 

ま
だ
加
入
し
て
い
な
い
方
は
 
一
 

早
く
加
入
し
て
下
さ
る
様
に
 
・
 

ま
た
組
合
の
 
・
 

】I
廿
n
ー
 

出
来
て
い
な
 
】
 

一
一
 
い
と
こ
ろ
で
 
・

一
一
 
は
早
く
設
立
 
”
 

一
一
 
す
る
よ
う
に
 
・
 

ー
 

ー
ー
 

お
願
い
い
た
 
”
 

ョ
】
．
‘
三
了・
三F
三
了
ら
ョ
“
一
三
ア
ニ
三
．

三
一F
三
三三
「
了ニ
そf
三
．f
コ
三
三
三
一

ニ
三
ニ
三
三r
三
て．二
三f
三
了三
】
？
三
」F
三
三L
！
て・・
ニ
て
．

三
三了
三F
三
三三
三
・
 

恐
し
い
小
児
マ
ヒ
の
予
防
接
種
し
ま
し
よ
う
 

1
●二
．
．

く
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、
》
．
；

・
？二
；・
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二
．
 

、
，
…
．
.
‘
．

・・
‘
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.

.，・
・
？

・
・
，
 

 

い
こ
と
に
な
つ
て
い
ま
す
（
 

又
正
当
の
理
由
な
く
し
て
」
 

し
な
か
つ
た
り
 
虚
偽
の
・

を
し
た
場
合
は
三
十
四
年
？
 

よ
 
市
内
一
帯
に
猛
 

蕪
議
）
難
」（
（難

灘
縄
難
響

鞭
夢
」
叫
醸
競
静

時は
昭
和
三

十
五年
一
一
（
緋
難
義
麗
難
議
詳
 

一
一月
一
り

ま
し
た
。
 

富

一
受
異
ヌ
ーへ
昏島
《温
〕
兼
谷
令
D
浬
昇
と
普
・
一
散
民を
は
か
 月
十
八
、
十
九
日
の
二
日
間
午
 
い
 

読
編

市
彩
囲
句
利
年始
磐

”
夢
喰
夢
糖
一
競
鶏
網
難
響
器
翁
器

飼
雛
然
」
耗
 
水
道
使
用
料
及
び
工
事
費
の
世

認
暴

の
診療
に
つ
い
て
 
柵
請瓢
舗
新
諮
鶏

助
綴
」
簿
競
畿
籍
鍵
日
競
驚
瞬
雄
 
晒
あ
る
方
は
直
ぐ
納
め
て
下
そ
 

年
始
の
診
療
を
次
の
よ
う
に
行

町
、
柏
原
町
、
幾
島
町
，
錦
町

提
田
秘
類
は
受
講
願
書

（
写
真
昼
食
等
を
携
行
願
い
ま
す
。
 

・
 

1
1

1
 
一
ー
・
‘
 

に
七
月
の
 な
い
ま
す
の
で
お
知
ら
せ
い
た

新
宮
町
、
敷
島
町
、
小
斎
 
貼

布
．
ラ
ィ
カ
板
）
及
び
住
民
な
お

映
写
技
術
者
の
譜
習
に
「
一一
一
 ぐ
ず
 

し
ま
す
．
 

第
三
投
票
所
（
五小
第
三
校
舎
）
登
録
票
（
抄
本
）
一
通
q
 

い
て
は
県
よ
つ
連
絡
次
鮪
通
免
ー
ー
 ト
、
．、【
十
了
り
宮
」
旦

巨
叫

、
r
 

I
実
施
出

〇
年
未
、
年
始
診
療
時
間
 

栄
町
、
田
町
、
元
町
、
平
秘
町
願
書
の
受
付
は
昭
和
三
十
五
年
い
た
し

ま
す
c
 

一
 F

沿
「量
泊
粛
一
番

丑

F
一
ー
一
‘
 

）九
日
午

1
2月
2
9日
（火
）
 
全
 
休
 

田
町
、
新
町
、
柳
町
 

～
一
月
五
日
よ
り
一
月
十
五
日
ま
 

ー
 
ー
 
ー
 
」
J
H」H
H
H
H

ー
ー
 

「
割
」
発
生
し
て
い
る
o
 

原
市
は
住
民
登
録
人
口
叱
 



納
税
は
国
民
の
義
務
で
あ
る

と
知
り
な
が
ら
容
易
に
期
限

通
り
に
納
め
ら
れ
な
い
の
が

常
で
あ
り
ま
す
。
 

そ
れ
に
は
様
々
な
理
由
を
挙
 

●
 

げ
ら
れ
ま
す
が
、
中
で
も
H
 

そ
の
時
．
金
の
都
合
が
悪
か

つ
た
。
同
忙
し
さ
に
ま
ぎ
れ
 
 ら

な
い
の
で
利
子
の
つ
い
た

起
債
を
す
る
し
、
税
金
を
集

め
る
更
員
を
入
れ
る
の
で
双

方
共
に
出
費
が
か
さ
む
こ
と

に
な
り
損
を
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
 

で
は
こ
れ
を
解
決
す
る
方
決

と
し
て
、
納
税
貯
蓄
組
合
に
 

加
入
す
る
こ
と
で
す
。
 

納
税
貯
蓄
組
合
が
近
所
に
な

い
と
こ
ろ
で
は
十
人
以
上
で

組
合
を
設
立
す
る
こ
と
が
出

来
ま
す
。
そ
れ
で
は
納
税
貯

蓄
組
合
が
税
金
を
納
め
や
す

く
す
る
に
つ
い
て
ど
う
役
立
 
 つ

て
い
る
か
と
い
う
と
、
 

H
納
税
者
が
わ
す
れ
て
い
て

も
又
忙
し
く
て
納
め
か
ね
て

い
て
も
組
合
は
納
税
者
に
代

つ
て
納
め
る
手
続
き
を
し
ま

す
。
 

同
税
金
を
納
め
る
金
が
「
度

に
多
額
で
は
都
合
が
出
来
な
 

い
時
も
あ
る
の
で
日
が
け
と

か
、
月
が
け
で
貯
金
し
て
お

く
と
か
、
農
家
の
場
合
な
ら

収
入
の
あ
る
と
き
に
貯
金
し

て
お
く
と
税
金
を
く
だ
い
て

納
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
楽

で
す
。
 こ
の
貯
金
を
組
合
が
 
 ま

と
め
て
く
れ
る
の
で
手
数

料
も
か
か
り
ま
せ
ん
し
、
知
「
 

ら
ず
知
ら
ず
に
納
税
が
出
来

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 

こ
う
し
で
納
税
者
の
た
め
に

も
役
に
た
ち
ま
す
が
、
又
反

面
市
役
所
の
側
に
も
非
常
に

お
蔭
が
あ
り
ま
す
。
 

そ
こ
で
市
か
ら
は
組
合
に
対

し
て
設
立
奨
励
金
や
事
務
費

の
補
助
金
を
田
し
て
お
り
ま

す
。
 

市
で
は
年
間
約
大
十
万
円
も

補
助
金
を
交
付
し
て
お
り
、
 

そ
の
ほ
か
に
も
組
合
員
に
は
 

 
一

一
 

一
 て

わ
す
れ
て

い
た
。
 国
気
 

”
 
た
が忙
し
か
 
【
 

．
 
つ
た
。
 

】
 

・ー
 
ー
‘
 

‘
 
・
 

・ー
 

、
し
・
了
・
？
・
、
】
 

h
J？
己
l

、
！
フ
・
寸
ー
 

ノ
 
・
 
ノ
 

一
離
彫
ご

rー
，
ー却
秋
紅
台
を

利
圧
し

ま
し
 

》
 
な
つて
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
 

ー
 
こ
うー
て
期
限
が
す
ぎ
る
と
 

（
 延
滞
金

（
利
子税
）
を
取
ら
 

ー
 
れ督
促
状
が
出
る
と
手
数
料
 

、
取
られ
る
し
余
分
の
負
担
 

‘
す
る
こ
と
に
な
り
一
方
市
 

。
は
あ
て
に
し
た
税
金
が
入
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一
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．
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I
 

納
税
を

ら

く
に
す
ろ

た
 

，

ー
・
 配給米をたべましよう！ 

謝恩セールを実施中 

お米のお買求めは登録店から 

療
し
ま
す
。
 

次
の
選
挙
か
ら

投
票

所

増
設
 

こ
の
次
の
選
挙
か
ら
左
記
の
と

お
り
投
票
所
を
増
股
い
た
し
ま
 

次
の
選
挙
か
ら
 
1

危
険
物
取
扱
い

の
J

齢
贈
競
箭
誌
鉢
維
辞

駐
一

こ
謄
蕩

緒
狼
と
一
 

講
習
会
を
開
きま
す
L

？鱒
銭
に
蹴
「
o「昨
年灘
麟
押
 

コ
危
険難
難

智
 

I ，
ミ
，
．

'
 喫

籍
議縫
婆一
 

水
道
使
用
料
及び工
事
費の

I
 

納
あ
る
方

は
直
ぐ
納
め
て
「
，
 

袷

水
停
止

に
な
り

ま
す
と

か
百
 

で
す
 

袷

水
停
止

に
な
り

ま
す
と

か
百
 

で
す
 

‘
只今
滞
納
整
理
中
で
す
 

、
 

々
は
、
皆
さ
ん
の
人
権
を
守
る
 

広
 

力
ず

く
よ

り
話
し

あ

い
 
講
藤

競
舞
繰

る
 

外
、
日
常
皆
さ
ん
の
法
律
生
活
 

川 所
 

五
 

- 
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（羅講鵡器） 昭和 34年 I2月 25 日 

お
米
の
お
買
求
め
は
登
録
店
、
 小
児
マ
ヒ
ワ
ク
チ
ン
予
防
接
種
一
時
ょ
り
三
時
ま
で
、
長
橋
支
 

ら
に
致
し
ま
し
よ
う
。
 

を
左
記
に
よ
り
行
な
い
ま
す
か

所
。
七
和
…
一
月
五
日
午
后
］
 

お
米
の
配
給
が
民
営
に
う
つ
さ
ら
対
象
者
は
必
ず
接
種
し
て
下
時
よ
り
三
時
ま
で
，
二
月
一
日

れ
て
か
ら
十
周
年
を
迎
え
た
の

さ
い
．
 

午
后
一
時
よ
り
三
時
ま
で
、
羽
 

で
こ
れ
を
記
念
し
て
謝
恩
セ

ー
 

記
 
野
木
沢
小

学
校
・
栄
…
一
月
六

ル
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た

一
、
対
象
者
 
昭
和
三
十
一
年
日
午
后
一
時
ょ
り
三
時ま
で
、
 

十
一
月
一
日
よ
り
一
月
三
十
一
十
二
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
四
 二
月
ニ
日
午
后
一
時
よ
り
三
時

日
ま
で
配
給
米
三
十
キ
ロ
グ
ラ

年
六
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
ま

で
、
栄
支
所
o
梅
沢
…
一
月

ム
お
買
上
げ
毎
に
抽
せ
ん
券

一
幼
児
 

六
日
午
后
一
時
よ
り
三
時
ま
で
 

枚
、
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
に
補
助

一
、
料
金
 
無
料
 

二
月
二
日
午
后
一
時
ょ
り
三時
 

特
等
一
四
吋
テ
レ
ピ
二
 
本

所
）
 

ま
で
、
二
月
三
日
午
后
一
時
よ

一
等
電気
洗
濯
機
 
二
十
本

旧
小
曲
五
所
川
原
地
区
、
昭
和

り
三
時
ま
で
、
毘
沙
門
小
学
校

二
等
露
気
炊
飯
器
 
四
十
本

三
十
五
年

一
月
五
日
午
后

一
時
飯
詰
…
】
月
六
日
午
前
一
O
時

三
等
ス
テ
ン
レ
ス
 

J
よ
り
三
時
ま
で
、
ニ
月
一
日
午

よ
り
午
后
三
時
ま
で
、
ニ
月
一

文
化
鍋
 
ニ
百
本
后
一
時
ょ
り
三
時
ま
で
、
五
所

日
午
前
一
〇
時
よ
り
午
后
三
時

匹
噂
米
屋
パ
ツ
ク
ス
 

川
原
第
一
小
学
校
。
松
島
…
一

ま
で
、
飯
詰
診
療
所
。
三
好
、

・

石
け
ん
四
ケ
人
ニ
千
本

月
六
日
午
后
一
時
H
b
三
時
ま

一
月
五
日
午
前
一
O
時
よ
り
午

五
等
米
屋
パ
ツ
ク
ス
 

で
、
二
月
ニ
日
午
后
一
時
よ
り

后
三
時
ま
で
，
」
月
一
日
午
前

石
け
ん
ー
ケ
入
一
万
本

三
時
ま
で
、
松
島
支
所
o
中
川

一
〇
時
よ
り
午
后三
時
ま
で
．
 

な
お
く
わ
し
い
こ
と
は
市
内
登

一
月
七
日
午
后
一
時
よ
り
三
時

三
好
診
療
所
o
 

録
小
売
店
と
お
問
い
合
せ
に
な

ま
で
、
ニ
月
三
日
午
后
一
時
よ
 
（
備
考
）
第三
回
g
は
七
月
の
 

m
m濡
携

湾

添
『
山
”
准
時ま
で
、中
川診
療
斬
。
予
健
o
 

ぐ
 

“
註
お渡
し致
しま
す
。
 一
盤
骸響
贈
翻
覧

琴
膝
購
かm
錯
時
 

せ
致
す
こ
と
に
な
つ
て
お
り
ま

長
播

i
一
月
六
日
午
后
一
時
よ
会
晒

区
・
部
An
l・
、
り
実
憲
出

す
。
 

り
三
時
ま
で
、
二
月
二
日
午
后
来
な
か
つ
た
者
、
 

尤

日
午
 

市
 

人

権
擁
護

委

員
会
に
 
緋
鰐
羅
鯖
答
設
珠
 

原
 
緯
鍬
繊
〈
駈
報跨
経
鋸

「
難
船
課
発
っ
社会
で
あ
る
の
で慕
離
の
人権
擁
護
委
角
の
 

す
。
お
互
い
に
人
権
を
尊
重
し
 
つ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
理
想
の

法
務
局
や
人
権
擁
護
委
員
の
方
住
所
、
氏
名
は
つ
ぎ
の
と
お
り
 

す
か
ら
ご
遠
慮
な
く
申
し
出
て
 

木古今平清伊原今福阿
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（鶴
ケ
岡
）
 

（松
ノ
木
）
 

（
布
屋町
）
 

《
（飯
 
詰
）
 

（
大
 町
）
 

（姥
 
落
）
 

新金旭原 

子
）
 

町
）
 

山
）
 

宮
）
 

后

一
時
ょ
り
三
時
ま
で
、
二
月

六
日
午
后
一
時
よ
り
三
時
ま
で

五
所
川
原
第
一
小
学
校
 

注
 
但
し
他
の
予
防
接
雷
を
し

た
者
で
そ
の
予
防
接
種
実
施
后
 

ー
ケ
月
を
経
過
し
た
者
。
 

！
《
一
？
一
●
」
一
一
一
一
「
！

一
一
！
ー

プ
二
！
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農

業
委

員
会
き

t次
は
至
急
・
廿
しを
販
い
 
農
家
台
帳
作
製
調
 
一
 
市
掃
人
会
が
 

r
 

、H
 」
『
．、
…い
 i

．
』
 
一
ま
す
。
 

一
 
一
ーよ
L《
 
ノ
 ー
ー
．「I
 

選
挙
人
名

簿
調
 
一申
腎
嚇
の
提出
が
な
く
醜
挙人
 
査
委
員
に
感
謝
状
 
一
 
肖

方
署

繁

月
  
か
 

在
に
て
記
入
の
申
請
●
に
よ
り
選
挙
権
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
特

ニ
ケ
月
間
農
向
）合
撫
め
作
成
を

農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿

に
ご
注
意
願
い
ま
す
。
 

行
つ
た
が
こ
り
ほ
ど
完
成
し
た

は
昭
和
三
十
五
年
一
月
十
五
日
縦
覧

期
聞
は
一
月
ニ
十
日
か
ら

の
で
十
一
月
二
十
四
日
午
前
十

ま
で
に
調
整
さ
れ
ま
す
。
 

二
月
三
日
ま
で
と
な
つ
て
お
り
時
よ
り
市
公
民
舘
に
お
い
で
調

然
し
申
請
書
の
提
出
は
ま
だ
半
ま
す
か
ら
必
ず
縦
覧
す
る
ょ
う

査
目
対
馬
竹
」
廊
氏
（
飯
詰
）
 

数
に
も
達
し
ま
せ
ん
の
で
未
提
叱
し
て
下
さ
い
。
 

外
七
十
ニ
名
に
対
し
て
感
脚
状

を
贈
り
、
そ
の
労
を
ね
ぎ
ら
つ

た
。
 

こ
の
朋
査
は
本
年
と
明
年
の
】
ー
 

カ
年
に
わ
た
り
全
国
一
斉
に
行

な
わ
れ
る
の
で
あ
つ
て
本
年
の
 

一
 

等
償
却
資
産
の
 

必
要
な
事
項
を

》
 

迄
に
申
告
し
な
 

い
こ
と
に
な
つ
て
 

又
正
当
の
理
 

し
な
か
つ
た
り
 

を
し
た
場
合
は
 

4
 

し

威
を
ふ
る
つ
て
う
こ
レ
し
ド
熱

し
 
威
を
ふ
る
つ
て
 

い
 

ら
 
の
．ジ
フ
テ
り
ヤ
 

悉
 
m

畠

競
器
雛
験
賜
舗

市
幻
 

「
扶
 
糾
前
“
准

志
肋
附
喰
噸
編
噛
眼
所
昨喝
m
接
喰
喰m
「
汗
注
畔
 
可
 主

幻
知
勲
「
か
さ
い
 

か
詰
漂
紗
釦
辞
織
熱
数
暮

祭
い
司

i

ー
、
ー

ー
‘彩
師
船
賛
静
纏
 
住
民
登
」
」
 

療
し
ま
す
・
 
ー
 

か
冬
事
町
で
、
夏
季
間
は
ほ
ど
青
森
県
統
計
功
 

糾
いm
恥
加
いm
卿
”H
い
」
 

し
か
レ十
月
に
入
つて
か
らは
噴
鋤
け
堵n
」
」
講
 

I
ー
ー
 

篇
蘭
讐
 

'
A
の
恩
典
が
あ
り
ま
す
。
 

組
合
は
昨
年
三
月
に
五
十

一

組
合
で
あ
つ
た
の
が
現
在
九

十
組
合
と
な
つ
て
お
り
、
こ

の
】
年
間
に
四
十
組
合
も
増

加
し
益
々
ふ
え
る
一
方
で
す

ま
だ
加
入
し
て
い
な
い
方
は

早
く
加
入
し
て
下
さ
る
様
に
 

ま
た
組
合
の
 

ー
 

J
 出
来
て
い
な
 

」
 
い
と
ころ
で

一
 
は
早く
殴
立

一
一
す
るよ
う
に
 

ー

ー
‘
ー
k
 
お
願
い
い
た

し
ま
す
。
 

税
務
課
で
は
組
合
設
立
の
手

続
き
！
そ
の
他
、
】
切
の
指

導
援
助
を
し
ま
す
か
ら
遠
慮

な
く
お
申
出
下
さ
い
。
 

×
 

×
 

×
 

×
 
×
 
×
 ×
 
×
 

×
 

×
 

×
 一
 

配
給
米
は
政
府
の
厳
格
な
検
査

に
合
格
し
た
も
の
ば
か
り
で
、
 

ャ
ミ
米
に
く
ら
ぺ
て
品
質
も
よ
 

く
経
済
的
で
栄
養
も
す
ぐ
れ
て

い
ま
す
。
 

公
衆

電
話
 

五
所
川
原
露
報
電
話
局
で
は
十

ニ
月
一
日
よ
り
同
局前
に
公
衆

電
話
を
新
設
し
ま
し
た
。
 

こ
れ
で
市
内
の
公
衆
電
話
ポ
ツ

ク
ス
は
駅
前
，
市
役
所
前
、
甲

和
町
、
本
町
角
と
五
カ
所
に
な
 

り
ま
し
た
。
 

市
立
病
院
年
末
年
始

の
診
療
に
つ
い
て
 

市
立
西
北
中
央
病
院
で
は
年
未

年
始
の
診
療
を
次
の
よ
う
に
行

な
い
ま
す
の
で
お
知
ら
せ
い
た

し
ま
す
．
 

〇
年
未
、
年
始
診
療
時
間
 

1
2月
2
9日
一
いハ
）
 全
 
什
 

恐
し

い
小
児
マ
ヒ

の
予
防

接
種
し

ま
し

よ
う
 

包
】
‘
L
一
弓‘
ョJ
ら
7
・
《
ョ
】

‘
！
弓
・
二
E
．・・
三
？
る
弓
一
ら
月ご
三J
と
l
r
ョF
三
三ら
三
．
三
で
．
・一
《
三
．

．・
三Fら
て
「
ニそ
一ニ
三
，
‘
弓
，L【
・・三
七
．
‘
一
●
・

・
三
！
・

・
‘
●
‘
」
！
 

五
所
川
原
市
児
童
遊
園
地
が
去

市
費
二
十
万
円
）
で
完
成
，
早

る
ニ
十
日
市
内
柳
町

（
旧
成田
‘
く
も近
所
の
こ
ど
も
た
ち
が
集

山
公
園
跡
）
に
総
工
費
五
三
万一
り
人
気
を
呼
ん
で
いる
。
 

二
千
円
（
国
庫
三
三
万
ニ
千
円
一こ
の
公
園
に
は
プ
ラ
ン
コ
、
ス
 

1
2月
3
0日
 

1
2月
引
日
 

1
月
ー
日
 

ー
月
2
日
 

ー
月
3
日
 

ー
月
4
日
 

児
童
遊
園

地
が

完
成
 

工
費
5
3万
円
で
柳
町
に
 

醜

笥
慧
耕

鷲
瞬
鋤
鏡
難
婦

コ
珍
浪
獅
詳

隆
 
裂
酵
解

お
璃
勤

罵
 

卿
舞
職
議
維
鴛
舞
鶴
薄
懸
ら
テ
糾難
録
姉報
 

（水
）
全
休
さ
」
恋
猫
臓
影
掲
衰
越
郊
桝
会
 
」
 
秘
鷲
馨
覇

籍
鞍
毅
け
 

ー
ペ
リ台
、
ッ
ー
ソ
ー
，
鉄
俸
、
 

一飲
料
水
場
、
砂
場
等
の
施
設
が
 

ー
あり
市
内
唯
一
の
児
童
公
園
と
 

ー
なつ
た
も
の
。
 

『な
お
近
い
将
来
に
は
動
物
園
の

ほ
か
、
噴
水
、
散
歩
道
な
ど
も

つ
く
る
計
画
で
あ
る
。
 

昭
和
三
十
四
年
十
二
月
一
日
現
一農
業
委
員
会
委
員
の
選
挙
に
は

一
日
よ
り
九
丹
三
十
日
ま
で
の

整
 
に
 
つ
 
い
 
て
 

一名
簿
ょ
り
脱
漏
す
る
と
来
年
の

市
農
業
委
員
全
で

一
名縛
ょ
り
脱
海
す
る
と
来
年
の

市
農
業
委
員
全
で
は
去
る
八
月

一農
菱
委
昌
、
「
屋勃
つ
巽
挙
こ
ま

！
l
t
？
し
、‘
三
トl
と
？
ソ
 

去
る
三
十
九
回
市
鵬
会
に
お
い

て
「
五
所
川
原
市
税
諸
収
人
、
 

滞
納
金
督
促
手
数
料
及
び
延
滞

金
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
 

る
条
例
」
が
可
決
に
な
り
昭
和

三
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
 

市

営
住

宅
料

な
ど
 

納
期
す
ぎ

れ
ば
延
滞

金
 

当
市
の
調
査
地
城
は
三
好
、
中
一

川
，
毘
沙
門
、
飯
詰
、
長
橋
お

よ
び
五
所
川
原
の
一
部
で
あ
つ
一

た
。
 

ま
た
そ
の
対
象
家
屋
数
は
ニ
四

四
六
戸
で
あ
る
。
 

公
益
質
屋
移
転
 

市
公
益
質
屋
は
二
十
日
か
ら
市

役
所
庁
舎
裏
の
新
店
舗
に
移
転

営
業
を
開
始
し
て
い
る
。
 

け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
と
を
規
定

し
た
も
の
で
、
例
え
ば
公
市
営

の
住
宅
料
が
そ
の
納
期
限
に
納

付
し
な
い
柵
合
自
動
的
に
前
記

延
滞
金
が
加
算
さ
れ
る
わ
け
で
 

す
か
ら
ご
注
意
願
い
ま
す
。
 

五
所
川
原
市
婦
人
会
副
会
長
高

満
タ
カ
さ
ん
以
下
会
員
十
余
名
 

窯

斜
曙
鵜
熱
鷺
 

全
署
員
に
軍
手
、
そ
の
他
の
贈
 

画
騒
覇
識
艦
編
鵬
 

一
にた
え
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
 

難
灘
難
海
 

一」
凄
して
正
午す
ぎ引
上
げ
 

5
 
ジ
フ
テ
り
ヤ
は

な
く
な
り
納
脱

レ
】
 
ょ
 
市
内
一
帯
に
猛

h
ま
す
か
ら
必
 

人
 
ま

・
い
るが
市
役
所

申
告
書
提
出
期

太
」
 

b
 民
生
課
の
蘭
ぺ
 
】
ョ
こ
上
つ
て

子
 
守
 
に
よ
る

と
市
内

ぺ
く
一
月
十
五
 

お
 
川
駆
離
蛇
加
露
購

譲
 

い
 

ヤ
末
視
在
で
す
で
な
州審

内
容
町
 

テ
 
月
五
倍
の
四
十
い
記
 

う
に
し
て
下
さ
 

の
償
却
減
価
の
 

な
く
な
り
納
税
 

h
ま
す
か
ら
必
 

心
配
‘
 

対
策
き
 

期
発
見
，

・
 

い
等
で
受
延
メ
 

な
く
、
発
熱
、
七
・

候
が
あ
つ
た
ら
、
鵬
 

診
断
を
受
け
る
“
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―
一

‘
、
‘
、・
・
．

ノ‘
．
，

…I
 

ー
 
賞

m叩
貧
い
 

一ー
ー
申
出
ロに
マ
齢
 

昭
和
三
十
五
年
‘
 

申
告
時
期
と
な
ぬ
一
 

償
却
資
産
の
所
一
 

法
「
第
三
八
三
‘
 

よ
り
毎
年
一
月
「
」．
 

け
る
、
土
地
．
 

業
の
用
に
供
 

商
売
道
具
）
"
 

の
所
在
．
種
獅
 

時
期
、
取
得
価
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